
 
 

 
 

○各務原市附属機関設置条例（抜粋） 
（設置） 

第２条 市の執行機関等（執行機関並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う
市⻑をいう。以下同じ。）は、別表第１の執行機関等の欄に掲げる区分に応じ、それぞ
れ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を置くほか、担任する事務に応じ、それぞれ別
表第２の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を置くことができる。 
（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第１及び別表第２の所掌事務の欄に掲げる
とおりとする。 
（組織） 

第４条 附属機関は、それぞれ別表第１及び別表第２の委員の定数の欄に掲げる数以内の
委員をもって組織する。 

２ 委員は、別表第１及び別表第２の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、それぞれ執
行機関等が委嘱し、又は任命する。 

第６条 附属機関に、会⻑又は委員⻑（以下「会⻑等」という。）を置き、委員の互選に
より定める。 

２ 会⻑等は、会務を総理し、附属機関を代表する。 
３ 附属機関に、副会⻑又は副委員⻑（以下「副会⻑等」という。）を置くことができる。 
４ 副会⻑等（副会⻑等を置かない附属機関にあっては、会⻑等があらかじめ指名する者）
は、会⻑等を補佐し、会⻑等に事故があるとき、又は会⻑等が⽋けたときは、その職務を
代理する。 

（会議） 
第７条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、会⻑等が招集し、その議⻑となる。

ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱され、若しくは任命された場合又は附属機
関が新設された場合において最初に会議を開くときは、執行機関等が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決す

るところによる。 
（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、

会⻑等が当該附属機関に諮って定める。 
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別表第１（抜粋）（第２条―第５条関係） 

執行機

関等 

附属機関 所掌事務 委員の

定数 

委員の構成 委 員 の 任

期 

教育委

員会 

各務原市

学校建替

基本方針

策定委員

会 

各務原市学校建替基本

方針の策定及び変更に

ついて必要な事項を調

査審議すること。 

１０人 （１）学識経験を有する者 

（２）学校教育関係者 

（３）地域団体その他の団体

の役員等 

（４）その他教育委員会が適

当と認める者 

委 嘱 の 日

か ら 調 査

審 議 が 終

了 す る ま

で 

 

 
〇各務原市附属機関等の設置及び運営に関する指針（抜粋） 

 
第４ 会議の運営 

２ 会議の公開  
（１）会議は、原則として公開する。ただし、当該会議が各務原市情報公開条例（平

成１１年条例第２号）第６条第１項各号に規定する非公開情報を含む内容について
審議等を行う場合は、会議の全部又は一部を公開しない。 

（２）会議の公開又は非公開の決定は、別に定めがあるもののほか、前項に基づき、
当該附属機関等がその会議において行うものとする。 

（３）附属機関等は、会議の全部又は一部を公開しないことを決定した場合は、その
理由を明らかにしなければならない。 

３ 公開の方法  
（１）会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めること等の方

法により行うものとする。 
（２）会議の傍聴を認める場合は、傍聴定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍

聴席を設けるものとする。 
（３）その他会議の傍聴について必要な事項は、当該附属機関等が定めるものとす

る。 


